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倉吉プリンスメロン最盛期
ＪＡ鳥取中央「メロンまつり」

　倉吉市特産のプリンスメロンが最盛期を迎え、あまくて
おいしい地元特産物の PRを図ろうと、JA鳥取中央で「メ
ロンまつり」が開催されました。
　まつりでは、あゆみ保育園と関金保育園の園児が踊りを
披露し、試食や即売会が行われてにぎわいました。
　倉吉プリンスメロンは、ミルクを水に溶き、さらにブド
ウ糖を混ぜて散布することにより、メロンを元気にし、また、
皮膜効果により病害虫の被害を受けにくくしています。
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倉
吉
市
の
下
水
道
は
、
天
神
川
水
系
の
１

市
３
町
（
倉
吉
市
、
北
栄
町
、
三
朝
町
、
湯
梨
浜

町
）
が
、
鳥
取
県
の
設
置
し
た
幹
線
管
き
ょ
と

終
末
処
理
場
を
使
用
し
て
下
水
処
理
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
市
町
村
の
枠
を
越
え
、
広
域
的
か

つ
効
率
的
な
下
水
の
排
除
、
処
理
を
目
的
と
し

た
も
の
で
す
。

　

快
適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境
の
維
持
、
河

川
や
海
の
環
境
保
全
を
目
的
と
し
て
、
本
市

は
、
昭
和
52
年
２
月
か
ら
下
水
道
事
業
に
取

り
組
み
、
今
年
で
30
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
よ
り
良
い
生

活
環
境
の
維
持
の
た
め
下
水
道
事
業
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

下
水
道
の
供
用
が
始
ま
っ
た
区
域
で
は
、

下
水
道
法
に
よ
り
、
台
所
、
風
呂
場
、
浄
化

槽
式
ト
イ
レ
か
ら
出
る
排
水
は
１
年
以
内

に
、
ま
た
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
は
３
年
以

内
に
、
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
接
続
し
な
け
れ
ば
、
生
活
環
境
の

整
備
、
水
質
の
保
全
な
ど
の
下
水
道
の
効
果

も
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
一
日
も
早
い
接
続
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

水
洗
便
所
改
造
資
金
融
資
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
必
要
書
類
な
ど
は
下
水
道
課
に
準
備

し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
工
事

：
①
く
み
取
り
便
所
の

水
洗
便
所
へ
の
改
造 
②
し
尿
浄
化
槽
を
廃

止
し
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
便

器
、
洗
浄
用
具
な
ど
の
改
造 

③
こ
れ
ら
の
工

事
に
伴
う
給
水
設
備
の
新
設
や
改
造
す
る
工

事
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
下
水

道
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

排
水
設
備
は
、
個
人
で
設
置
し
維
持
管
理

す
る
も
の
で
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

●
台
所
で
は
、
残
飯
や
野
菜
く
ず
を
流
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。
排
水
管
の
詰
ま
り
や
悪
臭
の
原

因
と
な
り
ま
す
。

●
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、
専
用
の
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
を
流
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
便
器
や
排
水
管
の
詰
ま
る
原
因
と
な

り
ま
す
。

　

排
水
設
備
の
詰
ま
り
、
老
朽
化
な
ど
の
ご

相
談
は
、
施
工
を
さ
れ
た
倉
吉
市
排
水
設
備

指
定
業
者
（
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
）
ま
た
は
、
下
水
道
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

：

下
水
道
課
（
あ
２
２―

８
１
７
６

／
い
２
２―

８
１
４
０
）

下
水
道
を
促
進
し
て

快
適
な
暮
ら
し
を

下水道事業の概要
《整備状況》

●全体計画面積　 1,701.0ヘクタール
●処理可能面積　 1,058.7ヘクタール
●行政人口(A)　　 　52,569人
●処理可能人口(B)　 35,214人
●人口普及率(B)／(A)　  67.0％

（平成18年3月31日現在）

　着色した地域は
下水道が使えます　

　地区外は、着色してありませ

ん。詳しくは下水道課におたず

ねください。

一
日
も
早
い
接
続
を
お
願
い
し
ま
す

融
資
制
度
が
あ
り
ま
す

下
水
道
課
か
ら
の
お
願
い

▲上井（駅南）・西郷地区

▲

大
原
地
区

▲

明
倫
・
成
徳
・
上
灘
地
区



（3）平成 18.6.15

　調査・点検などの名目で皆さま
のお宅を訪問し、宅地内の排水管
や私設ますの清掃・修繕を勧める
業者があり、倉吉市からの依頼に
よるものかどうかについて問い合
わせが寄せられています。
　宅地内の排水設備は個人の財産
であり、皆さまが管理するもので
す。倉吉市が業者に依頼して、皆
さまの宅地内にある排水設備を点
検・清掃することはありません。

排水設備を定期的に清掃すること
は管理上好ましいことですが、多
少汚れているからといってすぐに
清掃する必要があるとは限りませ
ん。私設ますのふたをあけて、ト
イレ・台所の排水が流れることを
ご自分で確認することをお勧めし
ます。ご不審な点があれば、下水
道課までお問い合わせください。
　契約トラブルなどでお困りの場合

は、鳥取県立消費生活センター中部

消費生活相談室（あ22―3000）まで

ご連絡ください。

ご注意ください

▲

小
鴨
・
社
（
国
府
川
以
南
）
地
区

▲上小鴨地区

▲上小鴨
（中田・耳）地区

▲

関
金
地
区
（
大
鳥
居
・
安
歩
・
松
河
原
）

▲

関
金
地
区
（
関
金
宿
・
郡
家
・
山
口
）

▲社（国府川以北）地区

▲

上
北
条
・
上
井
（
駅
北
）
地
区
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地域包括支援センターにご相談ください

　

高
齢
者
の
皆
さ
ま
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
い
つ
ま
で

も
い
き
い
き
と
し
た
生
活
を
続
け
る
た
め
に
、
市
町
村
が
主

体
と
な
っ
て
設
置
し
て
い
る
施
設
で
、
主
に
次
の
よ
う
な
相

談
業
務
を
行
い
、
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

①
自
立
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

【
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
】

②
皆
さ
ん
の
権
利
を
守
り
ま
す
【
権
利
擁
護
業
務
】

③
な
ん
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
【
総
合
相
談
支
援
業
務
】

④
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
皆
さ
ん
を
支
え
ま
す

【
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
】

う
つ
ぶ
き
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

■担当地域：上北条・社・高城

■所在地：上井３００番地

■電話番号：２６－６３７８

倉
吉
中
央
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

■担当地域：上灘・成徳

■所在地：宮川町１２９番地

■電話番号：２２－６１０２

か
も
が
わ
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

■担当地域：北谷・上小鴨・関金

■所在地：関金町関金宿1115番２

■電話番号：４５－３８８８

マ
グ
ノ
リ
ア
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

■担当地域：上井・西郷・灘手

■所在地：上井町１丁目２番地１

■電話番号：２６－３９２２

明
倫
・
小
鴨
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

■担当地域：明倫・小鴨

■所在地：瀬崎町２７１４番地１

■電話番号：２３－７１０６

平成18年度介護保険料について
　65歳以上の皆さまに平成18年度の介護保険料決定通知書を個別に郵便で送ります。

　郵送時期は今月下旬を予定しています。

吉市の

地域包括支援センター

倉

　介護のこと・高齢者のくらしのこと

■平成１８年度～２０年度の保険料

本人住民税 
非課税の人

本人が住民税を納めている人
世帯住民税非課税の人

軽減される人 基準額を支払う人 割り増しの保険料を支払う人

生活保護の受給
者、老齢福祉年金
受給者（住民税世
帯非課税）

世帯全員が住民税
非課税で合計所得
金額と課税年金収
入額の合計が80万
円以下

世帯全員が住民税
非課税で合計所得
金額と課税年金収
入額の合計が80万
円を超える者

本人が 
住民税非課税

本人が住民税課税
で合計所得金額
200万円以下

本人が住民税課税
で合計所得金額
200万円を超える
者

基準額×０．５ 基準額×０．５ 基準額×０．７５ 基準額×１．０ 基準額×１．２５ 基準額×１．５
２７，６００円 ２７，６００円 ４１，４００円 ５５，３００円 ６９，１００円 ８２，９００円

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階

※地域包括支援センター、介護保険料に関するお問い合わせは、長寿社会課(あ22-7851)まで

軽　　減

割　　増

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は

　

倉
吉
市
に
は
、
次
の
５
ヵ
所
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
介
護
・
福
祉
・
保
健
の
専
門

職
員
（
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
・
社
会
福
祉
士
・

保
健
師
な
ど
）
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。




